
令和7年度予算案(保険局関係)の主な事項

参考資料４



安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保

0各医療保険制度などに関する医療費国庫負担

各医療保険制度などに関する医療費国庫負担に要する経費を確保し、その円滑な実施を図る。

令和7年度予算案(保険局関係)の主な事項

1*薬価改定について
令和6年薬価調査に基づき、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーシヨンの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にき 1

め細かく対応する観点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することとする。また、薬価改定基準の適用にっいても、創薬 1
イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえた対応を行う。

1*高額療養費の見直し
現役世代をはじめとする被保険者の保険料負担の軽減を図るとともに、セーフティネツトとしての役割を今後も維持していくため、

自己負担限度額を所得区分に応じて見直すとともに、所得区分の細分化を行う。
併せて、70歳以上に設けられている外来にかかる自己負担限度額(外来特伺Dにっいても見直しを行う。
これらの見直しは、令和7年8月から令和9年8月にかけて、段階的に行う。

1*診療報酬上の対応
医療機関を取り巻く状況変化を踏まえ、入院時の食費基準額を一食当たり20円引き上げる。なお、患者負担にっいては、低所

得者に関して、所得区分等に応じて一定の配慮を行う。
また、地域での希少な医療資源を有効活用する観点から、口腔機能指導や歯科技工士との連携に係る加算にっいて上乗せ加

算を講ずるとともに、特に、服薬指導に係る加算にっいては、医薬品の安定供給等に向けた取組等を評価する観点から、上乗せ
加算を講ずる。
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10兆2,619億円(10兆1,598億円)

※( )内は前年度当初予算額
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安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保

0 国民健康保険への財政支援 3,071億円(3,071億円)

保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた保険者への財政支援の拡充や保険者努力支援制度等を引き続き実施するため
に必要な経費を確保する。
※以下、保険者のインセンティブ強化(国保・保険者努力支援制度)は内数

0被用者保険への財政支援 1,253億円(1,253億円)

拠出金負担の重い被用者保険者の負担の軽減、高額レセプトの発生した健康保険組合への支援を行う高額医療交付金事業に
対する財政支援、短時間労働者の適用拡大の影響を受けた健康保険組合に係る財政支援等に必要な経費を確保する。

医療分野におけるDXの推進
.,轟¥需.窯富^1老"7¥み知こ"T抹.竺避ι男溢'゛J冷"'、,'

O NDBデータの更なる利活用推進事業 9.9億円(4.2億円)【一部デジタル庁含む】

規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)等で求められた、NDBデータの大量りモートアクセスを可能とする解析環境を通 1
1じ、データを原則7日で提供する。これにより、医療費適正化計画の推進、国民保健の向上に資する研究利用や、創薬等医療のイ
1ノベーションを促進させる。また、事業者健診情報や医療扶助の健診情報など新たに拡充されたデータも提供開始とするほか、更な 1
1る利活用推進に向け、NDBデータの在り方、提供方法等の調査等を行う。
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予防・重症化予防・健康づくり

①保険者のインセンティブ強化(国保・保険者努力支援制度) 1,292億円(1,292億円)

公的保険制度における疾病予防・重症化予防の取組を強化するため、保険者努力支援制度(国民健康保険)にっいて、引き続 1
き、配点のメリノ＼りを強化するなどの適切な指標の見直しにより、予防・重症化予防・健康づくり等に関する取組を強力に推進する。

②高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進等 1.3億円(1.3億円)

令和2年度より開始された高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施にっいて、広域連合・市町村向けの研修会の開催や
国保データベース(KDB)システムの活用ツールの充実等により広域連合・市町村の取組を支援し、効果的な横展開を図る。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の取組を含む高齢者の保健事業の状況・現状分析等を行い、第3期デー 1

タヘルス計画の中間評価のための基礎資料案の作成及び方針案の検討等を行う。

③糖尿病性腎症の重症化予防事業や予防・健康づくりに関する大規模実証事業などの保健事業等への支援

ア糖尿病性腎症患者重症化予防の取組への支援 66百万円(52百万円)

糖尿病性腎症の患者等であって、生活習慣の改善により重症化の予防が期待される者に対して医療保険者が実施する、医療
機関と連携した保健指導等を支援する。

イ予防・健康づくりに関する大規模実証事業 1.1億円(1.1億円)

健康増進効果等のエビデンスが示されており、保険者等が取り組みやすい予防・健康づくりの介入方法に関するポジティブリスト
の質の向上やエビデンスのアップデートを継続的に行う。また、肥満の解消や生活習慣病予防等のための予防・健康づくりの取組
についての実証事業を行う。
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予防・重症化予防・健康づくり

④後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診事業 8.7億円(7.8億円)

後期高齢者医療広域連合が実施する高齢者の特性を踏まえた歯科健診の実施にっいて支援を行う。

⑤レセプト・健診情報等の分析に基づいた保健事業等の推進 8.0億円(7.7億円)

、.!{

医療保険者による第3期データヘルス計画に基づく予防・健康づくりの取組を推進するため、加入者への意識づけや、予防'健
康づくりへのインセンティブの取組、生活習慣病の重症化予防等を推進するとともに、保険者による先進的なデータヘルスの実施
を支援し、全国展開を図る。

⑥保険者協議会における保健事業の効果的な実施への支援 1.0億円(1.0億円)

住民の健康増進と医療費適正化にっいて、都道府県単位で医療保険者等が共通認識を持って取組を進めるよう、都道府県単 1
位で設置される保険者協議会に対して、都道府県内の医療費の調査分析など保険者のデータヘルス事業等の効果的な取組を
広げるための支援を行う。

⑦保険者の予防・健康インセンティブの取組への支援 69百万円(69百万円)

健康長寿社会の実現や医療費の適正化を図るため、経済団体、保険者、自治体、医療関係団体等で構成される「日本健康会 1
議」における、先進的な予防・健康づくりのインセンティブを推進する者を増やすなどの目標を達成するための取組に対する支援を
行う。
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医療保険制度における被災者の支援
'.1.E:,.

0避難指示区域等での医療保険制度の特別措置 29億円(35億円)陳日本大震災復興特別会計」計上項目

東京電力福島第一原発の事故により設定された帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等・旧避難指示解除準
備区域等の住民にっいて、保険料の免除等の措置を延長する場合には、引き続き保険者等の負担を軽減するための財政支援を 1
行う。
※被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、令和5年5月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域を対}
象として、令和5年度から解除時期ごとに段階的な見直しを実施する。

0 医療・介護保険料等の収納対策等支援 93百万円(95百万円) 「東日本大震災復興特別会計」計上項目

医療.介護保険料等の減免措置の見直しに当たっては、見直しの対象となる住民の不安や疑問へ対応するためのコールセンター 1
を設置するとともに、保険者における収納業務等に係る所要の財政措置を実施する。
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令和7年度予算案(保険局関係)参考資料

(1友粋)
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1.

2.国民健康保険への財政支援・・
3,被用者保険への財政支援・・
4.医療分野におけるDXの推進
ONDBデータの更なる利活用推進事業

5.予防・重症化予防・健康づくり

①保険者のインセンティブ強化(国保・保険者努力支援制度)'
②高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進等・・
③糖尿病性腎症の重症化予防事業や予防・健康づくりに関する大規模実証事業

などの保健事業等への支援

ア糖尿病性腎症患者重症化予防の取組への支援

各医療保険制度などに関する医療費国庫負担・・

イ予防・健康づくりに関する大規模実証事業
④後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診事業
⑤レセプト・健診情報等の分析に基づいた保健事業等の推進"
⑥保険者協議会における保健事業の効果的な実施への支援"
⑦保険者の予防・健康インセンティブの取組への支援"

6.避難指示区域等での医療保険制度の特別措置等(復興)
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各医療保険制度などに関する医療費国庫負担

10兆2,619億円(10兆1,598億円)令和7年度当初予算案

1 事業の目的

0 全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療の医療費等に要する費用に対し、健康保険法、国民健康保険法及び
高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき一部を負担することにより、各制度の健全な事業運営に資すること。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等

0 健康保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、各医療保険者に対し医療費等に要する費用の一部を負担す
る。住な国庫負担割合協会けんぼ:164/1000、市町村国保:32/100及び9門00、後期高齢者医療:3/12及びν12 等)

医療保険制度国民

※0内は前年度当初予算額

被保険者

保険局総務課(内線3629)

保険局保険課(内線3152)

保険局高齢者医療課(内線3194)

保険局国民健康保険課(内線3256)

保険料

保険給付

全国健康保険協会管掌健康保険

国民健康保険

後期高齢者医療制度 y

国庫負担
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糖尿病性腎症患者重症化予防の取組への支援

令和7年度当初予算案 66百万円(52百万円) ※0内は前年度当初予算額

1 事業の目的

.「新経済.財政再生計画改革工程表2023」(令和5年12月21日閣議決定)において、「生活習慣病予防と重症化予防の先進・優良事
例の把握.横展開を行うとともに、それを踏まえた糖尿病性腎症重症化予防プログラム等に基づき取組を推進」と掲げられている。

.令和6年度に改定された日本医師会、日本糖尿病対策推進会議との連携協定に基づく畔唐尿病性腎症重症化予防プログラム」等を参考
にしながら、引き続き取組を推進する。

2 事業の概要

.糖尿病性腎症の患者等であって、生活習慣の改善により重症化の予防が期待される者に対して医療保険者が実施する、医療機関と連携
した保健指導等の費用を補助する。

.糖尿病性腎症の重症化予防に加えて、循環器病の予防・進行抑制を目的とした生活習慣病の重症化予防のための健指導等も補助の対象
としており、これらの事業に取り組む医療保険者の増加を踏まえ拡充を行う。

3 事業スキーム
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1.0億円(1,0億円)令和7年度当初予算案 ※0内は前年度当初予算額

レセブト・健診情報等を活用したデータヘルス推進事業

事業の目的・1既要

健康保険組合等の保険者においてデータヘルスの取組を効果的・効率的に実施し保険者機能を強化するため、「保健事業を共同で実施す
るスキームの普及促進」「データヘルス計画の標準化推進」「データヘルス・ポータルサイト及びスコアリングシステム改修」の事業に
係る費用を補助する。

保健事業の共同化支援に関する補助事業

これまでの取組により複数の保険者が共同で保健事業を実施するこ
とで保健事業費のスケールメリットを享受できるなど付加価値が得
られていることから、保健事業の共同化が自走するよう取組を支援。

表2023」において、予防・健康づく
:'新"土)'ー、三凶呈事業こ t 夕様.包括的大く民間
※

委託を推進するようよう掲げられており、引き続き普及促進が必要。

【これまでの耳所田
0平成29年度~令和元年度:モデル事業実施
0令和2年度:保健事業の共同実施推進ガイド作成
0令和3~5年度:普及を目的とした補助事業実施

共同による保健事業

例)業種.業態や地域単位で共通する健康課題を持つ健保組合等で構成するコンソーシアム

DH計画の標準化の推進に関する補助事業

データヘルス・ボータルサイトに蓄積される健康課題や保健
事業の実績デτ夕をもとに、個別の健康課題に応じた効果的
な保健事業のパターン化(標準化)の検討に係る費用を補助。

※陳斤経済唄オ政再生計画改革工程表2023」において、データ
ヘルス計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標や
アウトカムベースでの適切なKP1の設定を推進するよう掲げ
られている。

保険局保険課(内線3544)

Cコ

ロ,ロロ,ロロ。ロ"'1
B健保

<データヘルス・ポータルサイト>
データヘルス計画の円滑な運営を支援することを目的に開設。健保
組合は、ポータルサイトを活用して、計画策定および評価・見直し
を実施。

事業者・研究者等
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東日本大震災の特別措置の延長

(医療保険者等への財政支援措置)

1 事業の目的

保険者(市町村等)が、東日本大震災により被災した医療保険の被保険者について、保険料や一部負担金の免除措置を行った場合の財政支援
を行うことで、当該保険者の医療保険事業運営の安定化を図る。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等

令和7年度当初予算案 29億円(35億円) ※0内は前年度当初予算額

1.一部負担金の免除等による財政支援<23.7億円(29.2億円)>

①一部負担金の免除等による財政支援
(23.6億円(29_ 1億円))

東電福島第一原発の事故により設定された避難指示区域等の住民の方の
医療機関等での一部負担金を免除した保険者等への補助

②特定健診の自己負担金の免除等による財政支援等
(0.1億円(0,2億円))

東電福島第一原発の事故により設定された避難指示区域等の保険者等へ
の補助
特定健康診査等に係る自己負担金に対する助成
避難先の保険者と被災元の保険者が実施する特定健康診
査等の費用との差額に対する助成

被災者に対する特別措置についての周知事業

2.保険料の免除による財政支援

①保険料の免除による財政支援(4.7億円(5.1億円))※
東電福島第一原発の事故により設定された避難指示区域等の住民の方の

保険料を免除した保険者等への補助
※このほか、介護分0.5億円(0.6億円)

保険局国民健康保険課(内線3256)/保険課(内線3245,3152)
高齢者医療課(内線3194)/医療費適正化対策推進室(内線3383)

②固定資産税の課税免除に伴う保険者への財政支援
(0.9億円(1.0億円))

東電福島第一原発の事故により設定された避難指示区域等の固定資産税
の免除に伴う保険料減収分のν2を財政支援

'※財源構成割合(復
興特会:特別調整交
付金)は、令和2年
度以降は2:8。

<5.6億円(6.1億円)>
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医療費

・70歳未満の方は、原貝113割

・70~74歳の方は、原貝112割

・75歳以上の方は、原貝111割
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均飾割
加入者の人數
に応じて課税
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斯得割
加入者全員の
前年度所得に
応じて課税
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責崖割
加入者全員の
固定貴産税に
ヰじて課税

彫能分
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※介護分0.5億円
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調整交付金による封応
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